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　管理業務主任者本試験まで残りわずかとなってまいりました。本試験へ向けてラス
トスパートの時期です。この直前期の学習において重要なのは、今年の出題が予想さ
れる論点をマスターしておくことであり、その要望にお応えするため、本書を制作し
ました。

　管理業務主任者試験は、出題範囲が民法、管理委託契約書等の契約関係、区分所有
法や標準管理規約などのマンション管理、建築基準法・水道法・設備関係などの維持
保全、税会計、さらにはマンション管理適正化法と非常に多岐にわたります。受験生
にとっては、 1つの試験なのに科目によってはまるで方向性の異なる勉強を求められ
るため、苦戦される方も多いかと思います。さらには、個数問題や組合せ問題といっ
た、単純な「四肢択一」ではない出題形式も、受験生の方にとって厚い壁となってい
ることでしょう。
　しかし、それぞれの科目の主要な問題は、決して難問というわけではないため、過
去に出題された基本的な論点を確実に解答できれば、合格には十分なのです。

　本書は過去の出題論点や、ここ数年の出題傾向、最新の法改正情報を記載し、その
中から特に出題可能性の高い論点を50のチェックシートに分類しました。この50の
チェックシートを１週間でマスターできるように編集するとともに、受験生の方が陥
りやすい間違いをイラストや表にしたり、「　　　　」や「　　　　　」で解説をし
たりと、短期間で知識の復習と横断整理ができるような構成としております。

　これからの本試験までの短い期間をどれだけ有効に使えるかが、合否を左右すると
いっても過言ではありません。合格に必要な知識をできるだけ多く、そして正確に覚
えるため本書を活用し、皆様が合格を勝ち取れますよう、心よりお祈りいたしており
ます。

 令和２年７月
 ＴＡＣ管理業務主任者講座

1 解ける覚え方1 解ける覚え方

はしがき
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　共有に関する問題は、Ｈ17年、Ｈ19年、Ｈ21年､Ｈ26年､Ｈ28年､Ｈ29年で出題され
ている。どれも基本的な論点であり、出題されたなら確実に得点したい分野である。

●共有者の持分

共有持分の割合 共有者間で定めがない場合、各共有者の持
分は平等と推定される。

共有持分の譲渡等の処分 各共有者が単独で行うことができる。
共有者の１人が相続人がいないまま死亡し
たり、自己の持分を放棄した場合

その持分は他の共有者にその持分に応じて
帰属する。

共有物の使用 共有者は共有物の全部について持分に応じ
た使用ができる。
解ける覚え方  持分の少ない共有者に対し、

当然には共有物の明渡しを請
求できない。

●共有物の利用・変更

定義 行使方法 例

保存行為

◯❶
共有物の現状を維持する
行為

各共有者が単独行為可 共有部分の保全行為
不法占有者への明渡請求

管理行為 共有物を利用・改良する
行為

各共有者の持分の価格
の過半数で行う。

共有物の賃貸借契約の締
結・解除

変更行為 共有物の形質を変更する
行為

共有者の全員の同意で
行う。

共有物の変更・売却
増・改築

1 不法占有者等への損害賠償請求は、各共有者が持分に応じて行う。
　➡保存行為として、他の共有者の分も損害賠償請求することはできない。

ゴロ合わせ 共有物の管理・変更

保 管を 変える 単 価が 全て
保存行為 → 管理行為 → 変更行為の順 単独 → 過半数 → 全員

ゴロ合わせ 共有物の管理・変更

保 管を 変える 単 価が 全て
保存行為 → 管理行為 → 変更行為の順 単独 → 過半数 → 全員

前フォーカス前フォーカス前フォーカス直直直

共　有
5
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本書の特長と利用の仕方

理由の説明や発展的な
重要ポイント、問題解
決のための着眼点など
を記載しています。本
文とともにしっかり読
み進んでください。

コメント

問題解決に役立つ視点
からの覚え方が記載さ
れています。実践的に
覚えることができます。

解ける覚え方

各項目の簡単な内容や
考え方、最後に覚えて
おくべきポイント、ヤ
マである根拠などを記
載しています。今年の
本試験にポイントを
絞った最終確認と記憶
ができるはずです。

直前フォーカス

今年の本試験に出題される可能性の高い事項を図表で
整理しました。必要に応じて具体的なケースを念頭に
置きながら、ポイントを押さえることができるように
記載しています。ここに記載されている事柄は、最低
限確認しておきましょう。本試験で、きっと役に立つ
はずです。またキーワードは赤ゴシック表記になって
いますので、どんどん覚えていきましょう。

本文
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法律関係が複雑になるので、この場合、契約の解除は、全員から、又は全員に対して行う
必要がある。

●金銭債務の特則

①不可抗力があっても債務不履行となる。
②履行不能にはならない。
③債権者は損害の証明が不要
④損害賠償の額は、法定利率を超える約定利率の定めがなければ法定利率となる。

●保証契約
　保証契約は、債権者と保証人との間で行われる契約であり、主債務とは、別個独立して
いる（独立性）。なお、書面又は電磁的方法で行う必要がある。

独立性 付従性 随伴性
補充性

催告の抗弁権 検索の抗弁権

保証 有り 有り 有り 有り 有り
連帯保証 有り 有り 有り 無し 無し

●保証の絶対的効力

主債務者に生じ
た事由

保証人（連帯保証人含む）に効力が及ぶ。

単なる保証人に
生じた事由

弁済・代物弁済・相殺・更改等の債務を消滅させる事由は主債務者に
効力が及ぶ。

連帯保証人に生
じた事由

弁済･代物弁済･相殺･更改･混同は主債務者に効力が及ぶ。 法改正
解ける覚え方 　履行の請求は相対的効力に改正された。

●個人根保証契約
　個人が根保証をする場合、保証契約の書面（又は電磁的記録）に極度額（保証の上限額）
の定めを設けて置かなければ無効となる。

 
管理組合Ａが管理業者Ｂに支払うべき委託業務費について履行遅滞が生じた場
合、ＢがＡに対して損害賠償を請求するときにおいて、Ｂは、損害の証明をす
ることを要しない。 （H21年－ 6）

金銭債務の不履行なので、損害の証明は不要である。 ○

今年のヤマ今年のヤマ

解ける覚え方 「金銭債務」ではなく、「管理費・修繕積立金」や「委託業務費」
といった表現で出題される可能性もある。これらも金銭債務であ
ることに注意したい。

解ける覚え方 金銭債務については、法定利率での損害賠償請求が当然に認めら
れている。
　➡ 規約等に定めがなくても、滞納管理費について法定利率（年

３％）で損害賠償を請求できる。 法改正

解ける覚え方 「金銭債務」ではなく、「管理費・修繕積立金」や「委託業務費」
といった表現で出題される可能性もある。これらも金銭債務であ
ることに注意したい。

解ける覚え方 金銭債務については、法定利率での損害賠償請求が当然に認めら
れている。
　➡ 規約等に定めがなくても、滞納管理費について法定利率（年

３％）で損害賠償を請求できる。 法改正

答答
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今年の本試験でそのまま出題され
てもおかしくない過去の本試験の
問題を掲載しています。各チェッ
クシート学習の締めくくりとして
自分で解いてみましょう。

この過去問に注意

直近に法改正が行われ、
その内容が今年の本試
験から出題範囲となる
箇所です。

法改正

今年の本試験で狙われ
そうな箇所を示してい
ます。

今年のヤマ
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民法・区分所有法その他1日目

1

　制限行為能力者制度は、Ｈ17年、Ｈ23年、Ｈ28年に出題されている。取消しの
対象となる行為や保護者の権限等がよく出るので注意しよう。

●制限行為能力者の法律行為の効果

原則 例外

未成年者 単独でできない
（取り消しうる）。

◯❶

①取消し　　　　　　　　　　　　
②単に権利を得、義務を免れる行為
 単独でできる。
③許可を受けた営業
④処分を許された財産の処分

成年被後見人 単独でできない
（取り消しうる）。

①取消し
　 　 　 　 　　

単独でできる。
②日用品の購入

被保佐人 単独でできる。 ①元本の領収・利用
②借財・保証
③不動産その他重要な財産に関する
　権利の得喪を目的とする行為
④訴訟行為
⑤贈与、和解又は仲裁合意　　　　　　
⑥相続の承認・放棄・遺産分割
⑦贈与・遺贈の拒絶・放棄又は負担付
　贈与・負担付遺贈の承認
⑧新築・改築・増築・大修繕
⑨短期賃貸借の期間を超える賃貸借
⑩ 上記①～⑨の行為を制限行為能力者の法
　定代理人としてすること　 法改正

被補助人 単独でできる。 上段①～⑩のうち補助人の同意が必要とされた行為
は、単独でできない（取り消しうる）。

1 未成年者であっても婚姻したときは、成年者として扱われる。つまり、単独で有
効な契約をすることができ、取り消すことはできない。

●保護者の権限 ○…有する　×…有しない　△…審判により付与　※…同意権を取得すると付与

単独で
できない
（取り消
しうる）。

単独で
できない
（取り消
しうる）。

前フォーカス前フォーカス前フォーカス直直直

制限行為能力者
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代理権 同意権 追認権 取消権

親権者 ○ ○ ○ ○

成年後見人 ○ × ◯❷ ○ ○

保佐人 △ ○ ○ ○
補助人 △ △ 　△※ 　△※

2 「成年後見人には同意権がない」＝「同意しても、有効に確定しないので、まだ
取り消せる」ということである。

●制限行為能力者の相手方の催告権

取引の相手方 催告の相手方 確答なき場合の効果

未成年者 法定代理人（親権者） 追認

成年被後見人 後見人 追認

被保佐人 被保佐人本人 取消

保佐人 追認

被補助人 被補助人本人 取消

補助人 追認

●制限行為能力者の詐術

制限行為能力者自身が詐術を用いて取引をしたような場合、その法律行為は取り消すこ
とができなくなる。

 
被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく専有部分甲を売却した場合、相手方
が被保佐人に対し、１箇月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るべき旨の
催告をしたときは、相手方がその期間内に追認を得た旨の通知を受けなくても、
その行為を保佐人が追認したものとみなされる。 （H28年－ 1）

相手方が被保佐人に対し、１箇月以上の期間を定めて、保佐人の追認
を得るべき旨の催告をしたときに、確答がない（追認を得た旨の通知
を受けない）場合は、「取り消した」ものとみなされる。 ×

解ける覚え方 制限行為能力者が、自らが行為能力者であることを信じさせるた
め、制限行為能力者であることを黙秘していたことが、他の言動
などと相まって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたものと認
められる場合には、制限行為能力者はその行為を取り消すことが
できない。

解ける覚え方 制限行為能力者が、自らが行為能力者であることを信じさせるた
め、制限行為能力者であることを黙秘していたことが、他の言動
などと相まって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたものと認
められる場合には、制限行為能力者はその行為を取り消すことが
できない。

答答

制
限
行
為
能
力
者

1
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　意思表示では、善意の第三者の取扱いを絶対に注意しなければならない。無効
や取消しを対抗できるのか否かをしっかりと覚えよう。

●意思表示等

当事者間の効力 第三者に主張できるか

制限行為
能力者

取り消すことができる。 善意の第三者にも取消しを主張でき
る。

公序良俗 無効 善意の第三者にも無効を主張でき
る。

心裡留保 原則：有効
例外： 相手が悪意又は有過失の場合は

無効

善意の第三者には無効を主張できな
い。

虚偽表示 無効 善意の第三者には無効を主張できな
い。
※ 善意であればよく、過失があって
もよい。
　引渡しや登記は不要

錯誤
法改正

取り消すことができる。 善意・無過失の第三者には取消しを
主張できない。

詐欺 取り消すことができる。
第三者詐欺の場合、相手方が悪意又は
有過失でないと取り消せない。

善意・無過失の第三者には取消しを
主張できない。

強迫 取り消すことができる。
第三者強迫の場合、相手方が善意無過
失でも取り消せる。

善意・無過失の第三者にも取消しを
主張できる。

今年のヤマ今年のヤマ

前フォーカス前フォーカス前フォーカス直直直

意思表示
2
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●錯誤による取消し　 法改正

　民法改正により、錯誤の効果は無効から、有効（一定の場合、取り消せる）になった。
また、改正により要件等の追加や変更がある。

対象とな
る錯誤

①意思表示に対応する意思を欠く錯誤（書き間違えや言い間違え）
　　例）乙土地を売りたいのに、甲土地を売ると表示した。
② 表意者が法律行為の基礎とした事情（動機等）についてのその認識が真実
に反する錯誤（動機の錯誤）
　　例）再開発等で土地の値段が上がると誤解して契約した。
　※ 上記のうち②は、事情が法律行為の基礎とされていることが表示されて
いたときに限られる。

要件 ① 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである
こと
②表意者に重大な過失のないこと
　※ア）相手方が表意者に錯誤があることを知っていた時
　　イ）相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失に
　　　よって知らなかった時
　　ウ）相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時

第三者 善意無過失の第三者に対抗できない。

 
甲建物を所有するＡが、同建物をＢに売却する旨の契約がＡＢ間の通謀虚偽表
示により締結され、移転登記がされた後に、Ｂが、Ｃに甲建物を売却する旨の
契約をＣとの間で締結し、移転登記がされた場合に、Ｃが、Ｂとの契約の締結
時に、本件契約が通謀虚偽表示によることを知っていたときでも、Ａは、本件
契約の無効をＣに主張することはできない。 （H26年－ 1）

悪意の第三者に対しては、無効を主張することができる。 ×

重大な過失
があっても
取り消せる。

重大な過失
があっても
取り消せる。

答答

2

意
思
表
示
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前フォーカス前フォーカス前フォーカス直直直

民法・区分所有法その他1日目

　Ｈ22年～Ｈ30年まで、代理の規定、特に無権代理や双方代理や自己契約からの
出題が続いている。管理組合の管理者が代理の相手方となる場合に、どのような
要件を満たす必要があるのか注意しよう。

●代理の要件と効果

要件

①代理権の授与 本人から代理人に対して代理権の授与があること。ないと無権代理
となる。
　※制限行為能力者であっても代理人になれる。

②顕名 代理人が相手方に対して代理人であると示すことを顕名という。
　※顕名をしなかった場合

原則：代理人と相手方の間に契約の効力が発生
例外： 顕名がなくても相手方が代理人であることを知ってい

た又は知らなかったことに過失がある場合は、本人と
相手方の間に契約が成立

③ 代理人の代理行
為

代理人が相手方と契約等をすることが必要となる。
代理行為の瑕疵（錯誤や詐欺等）については、原則として、代理人
を基準に判断する。 

1 ・ 代理の効果は、本人と相手方の間に直接発生する。つまり、代理人には、代金
の支払や商品の引渡しといった契約上の義務は発生しない。

・契約の取消権等は本人に帰属する。

A

B C

（本人）
直接本人に効果帰属

①代理権の授与

②顕名

（代理人）
③代理行為

（相手方）

◯❶

A

B C

（本人）
直接本人に効果帰属

①代理権の授与

②顕名

（代理人）
③代理行為

（相手方）

◯❶

前フォーカス前フォーカス前フォーカス直直直

代　理
3
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●自己契約・双方代理・利益相反取引 ◯❷ ◯❸　　　　　　　　　
自己契約 代理人が本人を代理して、自分と契約すること

双方代理 契約当事者の双方の代理人となること

利益相反取引 本人と代理人の利益が対立する取引のこと　 法改正

2 自己契約・双方代理・利益相反取引は禁止される。これに反した場合、無権代理
となる。

3 債務の履行（単に代金を支うだけや登記申請手続等）の場合、自己契約・双方代
理も有効となる。また、当事者の承諾がある場合は自己契約・双方代理・利益相
反取引も有効となる。

●無権代理の相手方の権限

権限 要件 効果

催告 なし
悪意でもよい

確答なき場合、追認拒絶とみなされ
る。

取消し 善意であることが必要
本人が追認したときは行使できない。

契約は遡って無効となる。

無権代理人
への責任追
及

① 相手方が善意無過失であることが
必要
※ 無権代理人は、自己に代理権がな
いことについて悪意のときは、無
権代理人が代理権を有しないこと
について善意有過失の相手方に対
しても、責任を負う。 法改正
② 無権代理人が制限行為能力者でな
いことが必要
③ 本人が追認していないことが必要
④ 相手方が取消権を行使していない
ことが必要

無権代理人に対して、履行の請求又
は損害賠償請求ができる。

表見代理 善意無過失で、本人の帰責性が必要 有権代理と同じになる。

 
ＡＢ間の売買契約の成立後に、マンションの一住戸甲についてＡからＢへの所
有権移転登記手続を行う場合、Ｃは、ＡとＢの双方を代理することができる。
 （H29年－ 4）

所有権移転登記手続は、債務の履行に該当するので、双方代理が認め
られる。 〇

今年のヤマ今年のヤマ

答答

3

代　

理
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前フォーカス前フォーカス前フォーカス直直直

民法・区分所有法その他1日目

　時効については大幅な改正があったので、改正点に注意しておこう。また、消
滅時効に関しては、管理費の滞納の場面で出題されている。消滅時効だけでなく、
少額訴訟や債務不履行、破産等の知識と併せて覚えておきたい。

●消滅時効
　消滅時効とは、以下の期間の経過により、権利が消滅することをいう。 法改正

①権利を行使することができることを知った時から 5年
②権利を行使することができる時から10年
　（人の生命または身体の侵害による損害賠償請求は権利
　　を行使できる時から20年）

●時効の完成猶予と時効の更新　 法改正

時効の完成猶予 本来の時効期間が満了しても、ひとまず時効は完成しないこと

時効の更新 時効を新たに進行させること
時効のカウントがゼロに戻り、再び進行する

●時効の完成猶予事由と時効の更新事由（重要なもの）　 法改正

時効の完成猶
予・更新事由の
両方に該当する
もの

裁判上の請求 手続開始～終了まで：完成猶予

支払督促

訴訟上の和解・調停 権利が確定した 　更新

破産手続参加、再生手続参加又は
更生手続参加

権利が確定しな
い

　 手続終了から
6 ヵ月間さら
に完成猶予

どちらか早い方で
消滅
どちらか早い方で
消滅

➡➡

➡➡

前フォーカス前フォーカス前フォーカス直直直

時　効
4
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時効の完成猶予
のみ

催告 催告時から 6ヵ月間完成猶予
解ける覚え方
催告による完成猶予中に再度催告
をしても完成猶予はされない。

協議を行う旨の合意 以下のうちいずれか早い時まで
① 合意があった時から1年を経過し
た時（通算で最長５年まで延長
可）
② 合意において当事者が協議を行
う期間（１年未満）を定めた時
は、その期間を経過した時
③ 当事者の一方が相手方に対して
協議の続行を拒絶する旨の通知
が書面でされた時は、通知の時
から６ヵ月を経過した時

時効の更新のみ 承認 更新

●時効の援用

時効の効果は、その利益を受ける者が援用をして初めて効果が発生する。
時効の援用は本人に限らず、時効の利益を直接に受けることができる者であれば行使可能。
　［例］物上保証人、抵当不動産の第三取得者、連帯保証人等

●時効利益の放棄

時効完成前にあらかじめ時効利益を放棄することはできない。
　［例］ 規約で滞納管理費が時効にかかっても援用しない旨を定めていたとしても、そ

れは無効になる。
時効完成後に債務者が債権者に対して債務の承認をした場合は、時効完成の事実を知ら
なかった時でも、時効の援用をすることができない。◯❶

1 時効完成後に債務の承認をした場合は、信義則上、時効の援用は許されない。

 
管理費の滞納者に対して内容証明郵便による催告をした場合、その時から 6ヵ
月間時効の完成が猶予されるが、時効の完成が猶予されている間に再度催告を
しても時効の完成は猶予されない。 （R元年－11）

催告があったときは、その時から 6ヵ月を経過するまでの間は、時効
は、完成しないが、催告によって時効の完成が猶予されている間にさ
れた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しない。 ○

答答

4

時　

効
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前フォーカス前フォーカス前フォーカス直直直

民法・区分所有法その他1日目

　共有に関する問題は、Ｈ17年、Ｈ19年、Ｈ21年､Ｈ26年､Ｈ28年､Ｈ29年で出題され
ている。どれも基本的な論点であり、出題されたなら確実に得点したい分野である。

●共有者の持分

共有持分の割合 共有者間で定めがない場合、各共有者の持
分は平等と推定される。

共有持分の譲渡等の処分 各共有者が単独で行うことができる。
共有者の１人が相続人がいないまま死亡し
たり、自己の持分を放棄した場合

その持分は他の共有者にその持分に応じて
帰属する。

共有物の使用 共有者は共有物の全部について持分に応じ
た使用ができる。
解ける覚え方  持分の少ない共有者に対し、

当然には共有物の明渡しを請
求できない。

●共有物の利用・変更

定義 行使方法 例

保存行為

◯❶
共有物の現状を維持する
行為

各共有者が単独行為可 共有部分の保全行為
不法占有者への明渡請求

管理行為 共有物を利用・改良する
行為

各共有者の持分の価格
の過半数で行う。

共有物の賃貸借契約の締
結・解除

変更行為 共有物の形質を変更する
行為

共有者の全員の同意で
行う。

共有物の変更・売却
増・改築

1 不法占有者等への損害賠償請求は、各共有者が持分に応じて行う。
　➡保存行為として、他の共有者の分も損害賠償請求することはできない。

ゴロ合わせ 共有物の管理・変更

保 管を 変える 単 価が 全て
保存行為 → 管理行為 → 変更行為の順 単独 → 過半数 → 全員

ゴロ合わせ 共有物の管理・変更

保 管を 変える 単 価が 全て
保存行為 → 管理行為 → 変更行為の順 単独 → 過半数 → 全員

前フォーカス前フォーカス前フォーカス直直直

共　有
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●共有物の管理

●共有物の分割

共有物の分割とは、共有関係を解消するための制度をいう。
ただし、 5 年を超えない期間内であれば、分割しない特約をすることができる。この期
間は更新することができるが、その期間は 5年を超えることができない。

●特定承継人の責任

共有者の 1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対
しても請求することができる。

●共有物に関する負担

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負
う。
共有者が 1年以内に費用等の支払義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金
を支払ってその者の持分を取得することができる。

●共有持分の放棄等

共有者の一人が、持分を放棄した時・相続人なく死亡した時
⇒その持分は原則として他の共有者に帰属する。

 
共有者の1人であるＣは、当該住戸を不法占拠する第三者に対し、単独で、そ
の明渡しを請求することができる。 （H29年－ 1）

不法占有者への明渡請求は、保存行為として共有者が単独で行うこと
ができる。 ○

Ｄ Ａ Ｂ Ｃ 

1 / 4  1 / 4  1 / 4  1 / 4  持分 

管理行為をするには 3人（持分の過半数）の同意が必要となる。

Ｄ Ａ Ｂ Ｃ 

1 / 4  1 / 4  1 / 4  1 / 4  持分 

管理行為をするには 3人（持分の過半数）の同意が必要となる。

解ける覚え方 分離処分が禁止されている敷地利用権の共有持分は、他の共有者
に帰属しない。

解ける覚え方 分離処分が禁止されている敷地利用権の共有持分は、他の共有者
に帰属しない。

答答

5
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